
一
頁

○
総
務
省
令
第
七
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
無
線
従
事
者
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
十
九
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

無
線
従
事
者
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

別
表
第
六
号
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士
の
養
成
課
程

無
線
工
学

三
十
五
時
間
以
上

法
規

二
十
七
時
間
以
上

別
表
第
七
号
国
内
電
信
級
陸
上
特
殊
無
線
技
士
の
養
成
課
程
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

無
線
工
学

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
一
級
陸
上
無
線
技

の
養
成
課
程

術
士
、
第
二
級
陸
上
無
線
技
術
士
又
は
第
一
級
ア

マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士



二
頁

法
規

第
一
級
総
合
無
線
通
信
士
、
第
二
級
総
合
無
線
通

信
士
又
は
第
一
級
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
技
士

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


